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八
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史
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法務省人検第1617号

平成18年6月28日

内閣総理大臣殿

法務大 侵

Ｉ

下記のとおり人事異動を実施したいので，閣議の上，発令方願います。

なお，本件は，検事総長松尾邦弘の退官に伴い，その後任に東京高等検察庁

検事長但木敬一を，その後任に次長検事上田廣一を，その後任に広島高等検察

庁検事長横田尤孝を，その後任に法務事務次官樋渡利秋を， また，平成18年

6月15日限りで定年退官した名古屋高等検察庁検事長鶴田六郎の後任に同月

30日付けで東京地方検察庁検事正櫻井正史をそれぞれ充てようとするもので

あります。

記

東京高等検察庁検事長 検事長 但木敬一

検事総長に任命する

次長検事 上田廣一

検事長に任命する

広島高等検察庁検事長 検事長 横田尤孝

次長検事に任命する

法務事務次官）樋渡利秋

東京地方検察庁検事正 検 事 櫻井正史

検事長に任命する

検事総長 松尾邦弘

願に依り本官を免ずる

宮

(平成18年6月30日付け）

|法務省 ’
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・
■
Ⅱ
．
Ｆ
■
ロ
。
Ⅱ
｜
■
Ｉ

■
１
画
Ⅱ
、
■
■
Ｐ

Ⅱ
Ｊ
■
■
Ｌ
Ｌ

「
●
■
■
Ⅱ
■
■

言、
日○

環
罪
拙
ゞ
増
‐
増
・
鯉
、
芯
千
靴
弾
咽
型
一
鄙
扣
Ｆ
』
か
聖
到
Ｈ
両
悼
さ
町
民
凸
柾
ロ
兎
呵
咋
半
さ
詑
吋
一
型
酉
千
㎡
踊
吋
功
沮
晶
匡
可
計
辱
呼
心
司
明
尋
‐

配
醍
院
司
剤

「中
央
大
学
第
二
法
学
部
卒
業

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

1

１面
■
。
Ⅱ
■
Ｆ
」
・
画
。
Ⅶ
、
卓
■

事

由
専
‘
■
Ｌ
Ｊ
■
‐
了
Ⅱ
■
Ｆ
Ｉ
ｄ
Ｆ
且

出
生
年
月
日

旧
氏
名

項

’ "
"ロ’

１

Ｅ

Ｆ

Ｈ

ｆ

干

刈

己
■
面
は
論
‐
ｎ
ｍ
回
乎
、
凶

横まー昭
和
一
九
年
一

田た
司
法
試
験
管
理
委
員
会

庁
○
月 と

も
ゆ
き

尤
孝1

1

二

日

’
名

|閻



法 務 省

■■■■
－．ユニ占一凸

昭
和
四
五

年
五 汽

一

五
五

四

八

四
七

五

二三 〃〃

~可
→

月
三三

一
一
一五 四三 四〃 〃

翔
錨
鰯
懸
瀧
舗
溌
鰯
雛
拙
趣
融
篭
謡
輪
鑑
撫
鰯
瀧
騨
蝿
轆
醗

二 一
一
一
一
一

二

五

二

四

一
一
一
一

一
一

一

-|日九 七 ○

’横
浜
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

》
事
項

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る
”

仙
台
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

千
葉
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

千
葉
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

宇
都
宮
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

千
葉
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

千
葉
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

’

｜

１
１
Ｉ

１

１
０
０
７
Ｐ
１
Ｊ
ｒ
Ｉ
Ｈ
Ｉ
１
ｒ
Ⅱ
■
６
Ⅱ
ｈ
Ｐ
Ｌ
ｌ
日
■
■
■
■
■
■
と
１

・
１
ｈ
月

舟

乢
岬
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
１
日
１
１
１
Ⅱ
Ⅳ

横

法 最
高
裁
判
所

田
庁

尤
務〃 〃 l 〃〃 〃 〃 〃

孝
名

省
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3丁

一

3丁 ’’ 法 務 省

肝
．

平
成
元
一
三
一
二
八

昭
和
五
七’

一
ハ
ー
ニ
一
一
二
一
一
一
ハ

一
ハ
ー
ー

《
ハ
ーユー

ノ、

四

一
一
一
一〃

月I三I九 四

二

七

八

日

一

二二

五

■一

五一
二
東
京
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

一

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

宗
像
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

東
京
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

東
京
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

福
岡
地
方
検
察
庁
公
安
部
長
を
命
ず
る

宗
像
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る
。

福
岡
地
方
検
察
庁
公
安
部
長
を
免
ず
る

出
張
期
間
は
昭
和
六
三
年
三
月
二
四
日
か
ら
同
年
五
月
五
日
ま
で
と
す
る

福
岡
地
方
検
察
庁
刑
事
部
長
を
命
ず
る

宗
像
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る
。

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

福
岡
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

福
岡
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

価

《

事

ｅ
ｂ

Ｉ
ｌ
Ｉ
ｄ
１
１
Ｈ
ｒ
１
－
…
日
１
１
■
ｉ

項

弓

尤

孝
名

〃〃 〃 〃 〃〃 〃 〃

ﾛ■■■
‐
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|戸1

平
成
年

●一輪企

一▲一

一一

○ 九 七八〃 〃 〃 〃〃

月
五 五

一
、
、

ユ
，
／

一

ノ､ 七四 四〃 一

一
一
一
一
一

日
七

一
一
ｑ
一八 四 五四 〃一 一

併
任
の
期
間
は
平
成
三
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
一
○
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
一
○
年
二
一
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
二
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
総
務
部
長
を
命
ず
る

平
成
九
年
度
司
法
修
習
生
考
試
に
つ
き
司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
考
査
委
員
を

委
嘱
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

平
成
九
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
九
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
九
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

事

０
１
‐
喝
Ｊ
Ｉ
Ｎ
Ⅱ
甲
’
４
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ｕ
ｒ
ｌ
ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
４
Ｎ
桝
同
ｆ
卜
Ｍ
４
ｌ
や
何
町
１
４
１
．
１
１
１
１
Ⅱ
１
ｉ
６
ｉ
ｌ
６

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

平
成
一
○
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

項

照横

法 最
高
裁
：
判
所

法
務
省

最 法法|庁
■■

皿

古・
I可

尤務 裁
判
所

務〃〃 〃 〃 〃

孝

Ⅱ 省 省
｢

ﾛ q■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ﾛ四一＝一心一亭 昌＝Jrr－
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5丁

〃 〃 八 九 〃 四 八 一 四 七 〃 〃 四
月

〃 〃

言三

打

一三

四 〃 一

一

①
一
一

－

八 五 一三

一

○ 〃 三
日

刑
務
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
免
ず
る

1

．

■
由

広
島
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
補
す
る

検
事
長
に
任
命
す
る

●
●

出
張
期
間
は
平
成
一
六
年
一
○
月
二
日
か
ら
同
月
九
日
ま
で
と
す
る

0

、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
へ
出
張
を
命
ず
る

●
①

刑
務
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
命
ず
る

法
務
省
矯
正
局
長
に
充
て
る

●
●

出
張
期
間
は
平
成
一
四
年
八
月
二
七
日
か
ら
同
月
二
九
日
ま
で
と
す
る

大
韓
民
国
へ
出
張
を
命
ず
る

、
■

法
務
省
保
護
局
長
に
充
て
る

ｐ
ｐ

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

奈
良
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

平
成
二
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

●
■

事
．
項

●

〃

法
務
省

内

閣

〃 〃 〃 〃 〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

法

務

省

最
高
裁
判
所

法
務
省

庁

名

法 務 省



FF1 I ’法 務 省

’ |"■四
出
生
地

’ 本
籍

現
住
所年五

八
五
五

五

三

五
○
四
八
四
六 ″

四
五

四

三 二〃 〃

イ

－－

一
一
一

一
■
』

一．一年

一

月八
一
一
一

一
一
一 三

一
『
一

一
一
一

《
凸
一

一
一
一 九四’四

一
一
一

一
垂
一

〃

二二 二皇

四

一

一

四
三二二 二

五

一
一
一
一
一

日五 五 五 八 七 ○一

一

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
領
事
移
住
部
）
に
併
任
す
る

外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
領
事
移
住
部
）
の
併
任
を
解
除
す
る

札
幌
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

札
幌
地
方
検
察
庁
公
安
部
長
を
命
ず
る

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

事

旧
氏
名

出
生
年
月
日

氏
項
氏

名 名

ひ
わ
た
り

樋
渡

昭
和
二
○
年
八
月

1

1

司
法
試
験
管
理
委
員
会

法 外 最
高
裁
判
所

庁

利を

秋曾

務｜ ｜ 〃 ｜務

衛I
四
日Ｉ名省
一､酷 宅K
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一

’
｜
｜

'

平
成

年《
ハ
ー

一
一
一
一

一
一

九 七八 四〃 〃〃 〃 〃〃

月七
一
ハ

ユー
し
一
ハ 九 四 四 三〃 〃 〃 〃

日

一

鼻
一
一
一 二

五 七五 五四 五 三 五〃 〃 〃
一

一

内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
内
閣
内
政
審
議
室
）
に
併
任
す
る

平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
で
法
務
大
臣
官
房
総
務
審
議
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
で
内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
内
閣
内
政
審
議
室
）
の

併
任
を
解
除
す
る

に
併
任
す
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
大
臣
官
房
審
議
官
（
入
国
管
理
局
担
当
）

法
務
大
臣
官
房
審
議
官
（
入
国
管
理
局
担
当
）

大
分
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
大
臣
官
房
総
務
審
議
官
に
充
て
る

内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
内
閣
内
政
審
議
室
）

事

に
充
て
る

に
充
て
る
こ
と
を
解
く

項

■
樋

内’ ． ｜法｜内 法 最
高
裁
判
所

法
務
省

最
高
裁
判
所

渡
庁

利務 〃 ｜ 〃 ｜務〃 〃 〃 〃

獄’｜ ｜省閣｜ ｜省|閣1

画■１
１ ｜ I



申

0

｡

●

●

｡

一

一
ハ

一

四 〃 〃 〃 〃

平
成
一
三

年

合
・
●

｛
ハ 八 〃

D P

一

一
一 七 〃 一一 一

0

月

_一

五
ユ

〃

■

▲

一 〃
一
ハ
日

'

倫
理
監
督
官
を
命
ず
る

法
務
事
務
次
官
に
任
命
す
る

■
■

最
高
検
察
庁
総
務
部
長
を
免
ず
る

法
務
省
刑
事
局
長
に
充
て
る

内
閣
官
房
司
法
制
度
改
革
推
進
準
備
室
長
を
免
ず
る

解
除
す
る
．

●
●

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
の
併
任
を

法
務
省
大
臣
官
房
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

①
口

最
高
検
察
庁
総
務
部
長
を
命
ず
る

内
閣
官
房
司
法
制
度
改
革
推
進
準
備
室
長
を
命
ず
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
丙
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
に
併
任
す
る

法
務
省
大
臣
官
房
付
に
充
て
る

事

項

〃

法
務
省

内
閣

法

務

省

』
■

由

〃

内
閣

法
務
省

庁

名
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１
１
岬

法 務 省

本
籍

出
生
地

現
住
所

" |温
彌
吋一一

四
四

四
九
四
七

四
六

四

三〃 〃

一
一
一 月九八八

一
一
一 三四’四三 〃

Ｆ
日
一

1

8医'六'五l-l弓
二

五

一
一
幸
ハ

一
一
ハ五

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

仙
台
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

旭
川
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

横
浜
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

人
事
院
事
務
官
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
五
年
七
月
一
日
ま
で
と
す
る

併
任
の
期
間
中
、
昭
和
五
四
年
度
派
遣
行
政
官
短
期
在
外
研
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